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地方消費者行政の一層の強化を求める意見書  

 

２０１７年（平成２９年）８月２４日  

 

兵庫県弁護士会  

会 長  白  承  豪 

 

第１ 意見の趣旨  

１ 地方消費者行政推進のための交付金の継続  

国は，地方公共団体の消費者行政の体制・機能強化を推進するための特定財

源である「地方消費者行政推進交付金」の実施要領について，２０１７年度（平

成２９年度）までの新規事業に適用対象を限定している点を，２０１８年度（平

成３０年度）以降の新規事業に適用対象を含めるよう改正するとともに，消費

者行政の相談体制，啓発教育体制，執行体制等の基盤拡充に関する事業を適用

対象に含めるよう改正し，同交付金を少なくとも今後１０年程度は継続すべき

である。  

２ 国の事務の性質を有する消費者行政費用に対する恒久的財政負担  

国は，地方公共団体が実施する消費者行政機能のうち，消費生活相談情報の

登録事務，重大事故情報の通知事務，違反業者への行政処分事務，適格消費者

団体の活動支援事務など，国と地方公共団体相互の利害に関係する事務に関す

る予算の相当部分について，地方財政法第１０条を改正して国が恒久的に財政

負担する事務として位置付けるべきである。  

３ 地方消費者行政職員の増員と資質向上  

国は，地方消費者行政における法執行，啓発・地域連携等の企画立案，他部

署・他機関との連絡調整，商品テスト等の事務を担当する職員の配置人数の増

加及び専門的資質の向上に向け，実効性ある施策を講ずべきである。  

 

第２ 意見の理由  

 １ はじめに 

当会は，２０１１年（平成２３年）１２月にも「地方消費者行政の充実・強

化に対する国の支援のあり方に関する意見書」という同様の意見書を出してい

るが，今回，改めて意見書を出すものである。 
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２ 地方消費者行政の整備の現状と今後の必要性 

(1) 消費者被害，とくに高齢者の消費者被害の深刻化 

全国の消費生活センターに寄せられる消費者被害やトラブルに関わる苦情

相談件数は，過去３０年間で約１０倍に増加し，現在も高止まりの状態にあ

る。同相談件数は，１９８５年までは１０万件以下であったものが，その後

激増し，最近１０年程は９０万件前後で推移している（国民生活センター「２

０１５年度のＰＩＯ－ＮＥＴに見る消費生活相談の概要」）。  

とりわけ，高齢者の消費者被害・トラブルが増加の一途をたどっている。 

相談受付件数全体に占める６０歳以上の高齢者の苦情相談件数の割合は，２

００６年度の２３．１％から２０１５年度は３４．３％と，約５割の増加を

示している（国民生活センター「２０１５年度のＰＩＯ－ＮＥＴに見る消費

生活相談の概要」）。高齢者の弱い立場につけ込む悪質商法・詐欺商法が深

刻さを増しており，社会全体にとって由々しき事態として消費者行政による

本格的な被害防止対策が求められている。 

しかも，過去１年間で消費者被害・トラブルに遭った経験者は地域住民の

１０．９％に上るにもかかわらず（消費者庁「平成２８年版消費者白書」９

７頁），被害・トラブルにあった人のうち消費生活センター等の行政の相談

窓口に相談・申出をした人は，わずか７．０％にとどまる（同白書９８頁）。

つまり，上述した年間９０万件に上る苦情相談件数は，あくまでも氷山の一

角に過ぎないということになる。 

さらに，消費者庁の推計によれば，潜在的な被害を含む消費者被害・トラ

ブルの合計金額の推計額は，２０１５年は約６．１兆円に上る（同白書１３

５頁）。つまり，現在の国家予算約９８兆円と比しても，その約６％の金額

に相当する被害が，毎年，地域社会の中で発生しているのである。 

なお，兵庫県内では（以下は，兵庫県立健康生活科学研究所生活科学総合

センターの２０１７年６月記者発表資料「平成２８年度 兵庫県内の消費生

活相談状況～消費者トラブルは３年連続４万件超～」の統計資料を参考にし

ている。），近年の苦情相談件数は５万件前後を推移しているが，兵庫県の

人口が約５５０万人，日本全体の人口が約１億２，７００万人で全国の苦情

相談件数が前述の９０万件前後だとすると，全国平均より約２８．３％も多

いことになる。また，２０１６年度の相談受付件数全体に占める６０歳以上
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の高齢者の苦情相談件数の割合は，３７．４％であり，やはり前述の全国の

割合より高い。ちなみに，うち６５歳以上の高齢者については，２０１５年

度２８．６％であったものが，２０１６年度２９．９％と増加し，７５歳以

上の高齢者については，２０１５年度１３．３％であったものが，２０１６

年度１４．２％と増加している。 

このように，兵庫県の消費者被害は全国平均より大きく，兵庫県内におい

ては特に被害防止対策の緊急性・必要性が高いことを付言しておく。 

 

(2) 地方消費者行政予算・消費生活相談体制の拡充  

この間，地方公共団体の消費者行政予算は，２０００年度の１６５億円か

ら２００８年度には１０１億円と，むしろ約３９％も減少していた状態であ

ったところ，２００９年の消費者庁の創設及び地方消費者行政の拡充が議論

されたことにより，地方消費者行政に特定した財源である「地方消費者行政

活性化交付金」等の交付措置により，ピーク時の２０１１年度には約１８１

億円にまで達した。その後，「地方消費者行政推進交付金」に変更して継続

され，２０１５年度は１４８億円の実績となっている（同白書２２頁）。 

地方消費者行政の推移を見ると，消費生活センターの設置数は２００９年

度の５０１か所から２０１５年度には７８６か所に増加した（同白書２６頁）。

これを設置しない地方公共団体についても，２０１５年度末までに，全ての

自治体が，「消費生活センター」として要件は満たさないものの，何らかの

消費生活相談窓口を設置するに至った（同白書２３頁）。 

消費生活センターで相談を担当する有資格者である消費生活相談員の配置

人数も，２００９年度の２，８００人から２０１５年度には３，３６７人へ

と増加した（同白書３０頁）。 

ただ，前述の消費生活相談件数の推移をみると，消費生活センター・相談

窓口の増加が相談受付件数の増加とは必ずしも連動していないことが窺われ

るため，相談窓口の存在やアクセス方法について地域住民へのさらなる周知

活動が必要であるとみられる。 

また，地方公共団体は，同交付金を活用して，消費者向けの啓発・教育の

事業も展開してきた。しかし，被害に遭いやすい高齢者や若年者に対し被害

防止のために本当に有効な情報が届いているのかという問題も残されている。 
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(3) 地方消費者行政の地域連携体制・職員体制の未整備  

消費者庁は，２０１４年，消費者安全法を改正し，高齢者福祉関係者やそ

の他の民間関係者による高齢者見守りネットワークが消費者被害防止に向け

て活動できるよう，「消費者安全確保地域協議会」を設置することを規定し

（消費者安全法第１１条の３），同法は２０１６年４月に施行された。 

消費者庁が策定した「地方消費者行政強化作戦」は，消費者安全確保地域

協議会を人口５万人以上の全市町（５１６自治体）に設置する目標を掲げた。

しかし，改正消費者安全法施行時には，全国の都道府県・市町村のうち１３

自治体しか同協議会を設置していなかったところ，２０１７年１月時点でも，

人口５万人以上自治体のうち２１市（他に４道県，５万人未満の６市町）し

か設置できていないのが実情である。  

また，都道府県の消費者行政担当課には，悪質訪問販売業者や悪質サイト

業者に対する特定商取引法による行政処分権限が付与されており，被害拡大

防止の役割が期待されている。しかし，都道府県による法執行件数を見ると，

２００９年度は業務停止命令７５件，指示が１５件で，ピークの２０１０年

は業務停止命令が１１５件，指示が２０件であったが，その後減少に転じ，

２０１５年度は業務停止命令が３７件，指示が１７件となり，２０１６年度

は平成２９年３月２８日現在で業務停止命令が２２件，指示が６件と大幅に

減少している（消費者庁「特定商取引法に基づく処分件数の推移」）。しか

も，２０１３年度以降の行政処分件数が０件の自治体が１７もある（同上）

など，地域間の格差が顕著となっている。  

その背景として，地方公共団体の消費者行政担当事務職員が消費者庁設置

以降も減少傾向をたどっていることが挙げられる。すなわち，１９９９年度

が１０，３０８人であったのが，２００８年度は５，６４６人へと１０年間

で約４５％減少し，消費者庁設置以降も２０１６年度は５，３２０人と８年

間でさらに約８％も減少しているのである（消費者白書１７頁）。 

(4) 地方公共団体の政策判断の立ち遅れ  

２００９年度には地方交付税の基準財政需要額について，消費者行政関連

事項を倍増する措置を講じたが，その後の地方公共団体の消費者行政関係の

独自予算はほとんど増えていないのが実態である。これは，地方公共団体の

政策判断が消費者行政重視に転換できていないことを示すものである。  
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明治以来の産業育成中心の行政の役割から，地域住民の暮らしの安全確保

の役割へと根本的な価値の転換を掲げて，消費者庁・消費者委員会が創設さ

れたが，地方公共団体における政策判断の転換が進んでいない実態を踏まえ

れば，これらが浸透するため，国から地方への強力な政策展開を継続してい

くことが不可欠である。  

３ 地方消費者行政推進交付金の適用対象事業・期間の延長  

(1) 使途特定財源による消費者行政の整備  

国は，２００９年度以降，地方公共団体に対し，地方消費者行政の拡充強

化を支援するため，「地方消費者行政活性化基金」や「地方消費者行政推進

交付金」を交付し，公共団体による主体的な強化を支援してきた。また，２

０１４年１月には，「地方消費者行政強化作戦」を定め，相談体制の整備そ

の他の事項について具体的な数値目標を掲げて推進してきた。  

さらに，地方消費者行政推進交付金の実施要領は，２０１７年度までの新

規事業を適用対象事業として限定的に定めることにより，地方公共団体が早

期に積極的な体制整備に取り組むことを促してきた。  

消費生活相談体制が一定程度整備されてきた実績は，こうした国の支援方

策の成果として評価することができる。  

しかし，現状なお多くの地方公共団体の政策判断が消費者行政重視に向け

て転換しておらず，交付金を活用し切れていない実情を踏まえれば，仮に，

交付金の適用対象事業を２０１７年度までの新規事業に限定する現行実施要

領のままであれば，取組が遅れている地域は交付金による体制整備の道が閉

ざされて後退することとなり，地域格差が一層拡大するおそれがある。  

そこで，地方消費者行政担当職員の配置の拡充や資質向上に向けた施策に

ついても，国は積極的に取り組むことが求められる。  

(2) 地方消費者行政推進交付金の実施要領の改正  

以上の検討を踏まえ，地方消費者行政推進交付金の実施要領を改正し，２

０１８年以降の新規事業も適用対象に加えるべきである。さらに，消費生活

相談体制の充実・強化とともに，被害防止のための出前講座等の啓発活動や

悪質業者排除の法執行が一層重要となっていることに鑑み，消費生活相談員

の増員及び処遇改善，教育啓発担当の消費生活相談員及び職員の増員，法執

行担当職員の増員及び専門性向上等の人的基盤強化についても，適用対象に
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位置付けるべきである。 

そして，交付金の実施期間については，これまで８年間の地方消費者行政

に対する交付金の給付によっても最低限の体制整備が未達成であることに鑑

み，少なくとも今後１０年間は必要であろうと考えられる。  

なお，以上のような内容の交付金措置を実施することについては，地方消

費者行政推進交付金の実施要領の改正という方法にこだわらず，新たな交付

金措置を導入する方策を含めて，実効性ある特定財政支援策を設けるべきで

ある。  

地域の消費者被害を防止・救済する事務は，基本的に自治事務として位置

付けられることは相当であるが，担当職員の配置や資質向上，地域の関係機

関・関係団体との連携体制の構築，都道府県の法執行担当職員の拡充など，

全国の最低限の体制整備が未だ進んでいない現状においては，国から地方公

共団体に対し，財政支援と人的体制整備の支援を，引き続き相当期間にわた

り重点的に取り組むことが必要である。  

２０１６年のうちに，全国知事会等の地方公共団体関連４団体ならびに２

０都道府県が，地方消費者行政の拡充に向けた国の財政措置を要望する意見

書を提出していることが，何よりも地方の地方消費者行政の拡充及びこれに

対する国の財政措置を求める実情を示すものといえる。  

４ 国の事務の性質を有する消費者行政費用に対する恒久的財政負担  

（1）地方財政法第１０条の定め  

地方財政法第１０条は，「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければ

ならない事務であって，国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のう

ち，その円滑な運営を期するためには，なお，国が進んで経費を負担する必

要がある次に掲げるものについては，国が，その経費の全部又は一部を負担

する。」として，全国的に影響する事項や，地域格差を解消して最低限の水

準（ナショナルミニマム）を確保すべき事項を列挙している。  

（2）消費生活相談情報等の収集事務の人件費  

地域で発生する消費者被害の防止・救済の事務は，基本的に自治事務だと

されている。消費生活センターにおいて，地域の消費者の相談を受け付け，

助言する部分を見れば，確かに地域の住民サービス的性質を有するであろう

が，相談処理に当たり法令違反行為の有無を聴取し，その相談情報を法令上
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の義務としてＰＩＯ－ＮＥＴに登録して全国で情報共有し，悪質業者の排除

等の法執行に活用することは，広域的被害を防止する国の消費者行政事務の

うち情報収集事務を地方公共団体が担っているものと評価できる。  

また，消費者安全法に基づく重大事故情報を地方公共団体から国に通知す

る業務も，国の消費者被害情報の集約事務の一端を法令に基づいて地方公共

団体が分担していることにほかならない。  

（3）法執行事務の人件費  

インターネット取引被害や電話勧誘販売被害などに見られるように，消費 

者被害を発生させる事業活動の多くは広域的に活動する事業であり，地方公

共団体が違法な事業者を早期に規制して被害の拡大を防止することは，国が

対応すべき事務を地方公共団体が担っているとみることができる。  

この観点から見ると，都道府県が特定商取引に関する法律（特定商取引法）

や不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）に基づき違反業者に対する

行政処分を執行することは，我が国の市場の公正を確保する役割を地方公共

団体が担っていると評価することができる。ところが，近年は地方公共団体

による法執行件数が大幅に減少している状況にあり，その大きな原因は職員

不足にあると指摘されている。  

（4）適格消費者団体の活動運営費  

適格消費者団体は，消費者契約法，特定商取引法，景品表示法等の違反行

為の差止請求業務等を通じて，我が国の市場の不当契約条項や不当表示を監

視している。これらの業務によって取引の公正を確保する役割を担い，これ

も国の事務の一端を民間団体が担っていると評価することができる。  

(5) 地方財政法第１０条の改正  

よって，地方公共団体が実施する消費者行政機能のうち，消費生活相談情

報のＰＩＯ－ＮＥＴ登録，重大事故情報の通知，法令違反業者への行政処分，

適格消費者団体の差止関係業務などは，国と地方公共団体相互に利害関係が

ある事務であり，消費者被害防止のために全国的な水準を向上させる必要性

が特に大きい事務であるとして，地方財政法第１０条を改正し，消費者被害

防止に係る情報収集及び法執行に係る事務を規定し，地方公共団体において

これを担当する職員・相談員の人件費等の予算の相当割合について，国が恒

久的に負担すべきである。  
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５ 地方消費者行政職員の増員と資質向上  

国から地方公共団体へのこれまでの交付金等による働きかけにもかかわらず，

地方公共団体において，消費者行政に独自の財源と人員を重点配置できていな

い根本原因は，地方公共団体における消費者行政の重要性に見合った取組みを

するという政策判断の転換ができていないことであると指摘せざるを得ない。  

地方消費者行政推進交付金のように消費者行政関連事業に使途が特定された

財源は，消費生活相談体制の整備や啓発事業の強化に利用することができるが，

消費者行政担当職員の配置は地方公共団体の独自財源である必要があるため，

地方公共団体の政策判断が転換されていない現状では，担当職員の増員がほと

んどの地方公共団体において実行できていないのである。  

これまでの地方消費者行政に対する国の財政支援は，消費生活センター・相

談窓口の設置と消費生活相談員の配置及び資質向上，消費者啓発・教育の実施

等を重点課題として行われてきた。 

しかし，今後の地方消費者行政の役割は，地方公共団体内の他部署との連携

による，高齢者見守りネットワークの構築や，官民連携によるきめ細かな消費

者啓発・見守りの実施が重要課題とされている。 

言い換えれば，これまでは消費生活センターを設置し，消費生活相談員を配

置すれば，後は基本的に消費生活相談員による苦情相談事案の個別処理で足り

ていたのに対し，今後は消費者行政担当職員が取組の中心的存在として，消費

者安全確保地域協議会の設置や，見守り活動の推進等のコーディネーターの役

割を果たすことが求められているのである。  

その意味では，今こそ消費者行政担当職員の役割の重要性に注目すべきであ

り，こうした取組がまさにこれからなされるところなのである。  

さらに，違法な事業活動に対する法執行件数が減少している現状や，商品事

故に関する原因究明や商品テスト担当職員が減少している現状に対し，消費者

行政担当職員の配置と専門性向上の施策が重要な課題である。  

したがって，地方公共団体の消費者行政担当職員の配置人数を増やすことや，

兼務が大半の市町村職員については専任職員の増員とともに兼務のうち消費者

行政の比重をできるだけ高めることなど，職員体制の拡充強化が国にとっても

喫緊の課題である。  

さらに，自治体内の商工関連部署の中に消費者行政が位置付けられている自
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治体が多い現状に対し，今日的な消費者行政の役割に照らせば，福祉部門や住

民生活部門の中に消費者行政部署を位置付けることも，庁内連携や地域連携を

促進する上で効果的ではないかについての検討も求められる。  

そこで，国は，地方消費者行政の担当職員の職務が，法執行部門，啓発・教

育分野，地域連携の企画推進分野，他部署・他機関との連絡調整など，多様な

課題を担う必要があることを踏まえ，職員の資質向上に向けて，国民生活セン

ターによる研修実施や教材提供を一層拡充するなどして，各都道府県が管内市

町村職員向けに充実した研修を実施できるよう，財政的・人的支援を強化すべ

きである。 

さらに，国は，地方消費者行政担当職員の配置の目安を示すことや求められ

る専門的資質の水準を示すなど，職員の増員と資質向上に関する具体的な政策

を検討すべきである。 

以上 

 


